
広島県内図書館相互貸借に関する申合せ 

 
（目的） 

第１条 この申合せは，広島県内図書館相互協力に関する協定書第２条第２項の規定に基づ

き，図書館資料（以下「資料」という。）の相互貸借に関して必要な事項を定める。 
（資料の範囲及び点数） 

第２条 相互貸借できる資料（以下「貸借資料」という。）の範囲及び点数は，資料を貸し出

す図書館（以下「貸出館」という。）の利用規程等に定めるところによる。 
（貸借の期間） 

第３条 資料を借り受ける図書館（以下「借受館」という。）への貸出の期間は，原則として

貸出館の利用規程等による。 
（貸借の手続） 

第４条 資料の貸借の申込みは，原則として，別に定める申込書により行う。 
（資料の受け渡し） 

第５条 貸借資料の受け渡しは，梱包の表に貸借資料であることを明記し，送付方法等につ

いては貸出館の指示に従うものとする。 
（経費の負担） 

第６条 相互貸借に要する経費は，貸出館の規定等により借受館が負担する。ただし，双方

の図書館で合意した場合は，この限りでない。 
（利用の条件） 

第７条 貸借資料の利用は，貸出館からあらかじめ条件が示されている場合はそれにより，

それ以外の場合は，借受館の利用規定によるものとする。 
（借受館の責任） 

第８条 借受館は，貸借資料を受領した時から，当該資料を返送し貸出館が受領するまでの

期間の全責任を負うものとする。 
２  貸借資料を亡失又は損傷した場合には，貸出館の規定等に従うものとする。 

（その他） 

第９条 上記事項以外で疑義が生じた場合は，貸出館と借受館で協議し処理するものとする。 
 
 
付則 

１ この申合せは，平成１８年７月１３日から実施する。 
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